
令和元年度 第１２回教育委員会定例会 会議録 

 

１．日  時   令和２年３月２６日（木） 

 午後２時３０分～午後３時４０分 

 

２．場  所   野辺地町役場 

 

３．出席委員   新渡幹夫教育長、杉山道彦委員、野坂幸子委員、中村公允委員 

 

４．出席職員   （学校教育課）山田勇一課長、小沼尙指導室長 

飯田満課長補佐 

         （社会教育・スポーツ課）滝口太課長、玉山順一課長補佐 

         （中央公民館）五十嵐勝弘館長 

 

５．傍 聴 者   なし 

 

６．会議録署名者 中村公允委員、杉山道彦委員 

 

７．会期決定   本日１日 

 

８．会議に付した事項 

〇行事・事業の報告及び予定について 

   学校教育課長、社会教育・スポーツ課長、中央公民館長が３月・４月の行事・ 

事業報告及び予定、指導室長が町内各校のいじめ及び不登校の現状を説明した。 

 

 〇議案審議 

・報告第 ５号  専決処分した事項の報告について 

         （県費負担教職員の復職調整に係る内申について） 

学校教育課長より、令和２年３月２４日付で若葉小学校に復職する教職員につ

いて、復職調整の内申を行う必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

 ・報告第 ６号  専決処分した事項の報告について 

         （県費負担教職員の令和元年度末人事異動に係る内申について） 

学校教育課長より、県費負担教職員の令和元年度末の人事異動について、内申

を行う必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

・報告第 ７号  専決処分した事項の報告について 

（条件付採用者に係る正式採用の可否についての内申（具申）に 

 ついて） 

   学校教育課長より、条件付採用者に係る正式採用の可否について、内申を行う



必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

・報告第 ８号  専決処分した事項の報告について 

         （小中学校事務の共同実施に係る事務職員の兼務発令に係る内申 

          について） 

   学校教育課長より、令和２年３月３１日付の小中学校事務職員の人事異動に伴

い、小中学校事務の共同実施に係る事務職員の兼務を解く発令について、内申を

行う必要が生じたため、専決処分した事項を報告した。 

 

・報告第 ９号  専決処分した事項の報告について 

         （県費負担教職員の兼務発令に係る内申について） 

   学校教育課長より、令和２年４月１日付の兼務発令（小学校の英語専科に係る

指導のため）について、内申を行う必要が生じたため、専決処分した事項を報告

した。 

 

・議案第１０号  野辺地町外国語指導助手任用規則案 

   学校教育課長より、外国語指導助手の任用に関し、必要な事項を定める規則を

制定する旨の説明があり、全員異議なく原案のとおり決した。 

 

・議案第１１号  野辺地町教育委員会の所管に属する会計年度任用職員の任用 

について 

   学校教育課長より、令和２年４月１日付で野辺地町教育委員会の所管に属する

会計年度任用職員（スクールサポーター、非常勤労務員、理科支援員、主任教育

相談員、教育相談員、国際交流支援員、外国語指導助手）を任用する旨の説明が

あり、全員異議なく原案のとおり決した。 

 

・議案第１２号  野辺地町立学校学校歯科医の委嘱及び解嘱について 

学校教育課長より、野辺地町立学校歯科医から辞職願及び委嘱承諾書が提出さ

れたため、野辺地町立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則第３

条及び第４条の規定に基づき委嘱及び解嘱する旨の説明があり、全員異議なく原

案のとおり決した。 

 

 ・議案第１３号  野辺地町通級による指導に関する実施要綱案 

学校教育課長より、野辺地町内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の町内

通級指導教室での通級指導の実施及び事務手続に関する要綱を制定する旨の説明

があり、全員異議なく原案のとおり決した。 

 

・議案第１４号  野辺地町外通級による指導に関する実施要綱案 

   学校教育課長より、野辺地町内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の野辺

地町外通級指導教室での通級指導及び野辺地町外の小学校又は中学校に在籍す



る児童生徒の野辺地町内通級指導教室での通級指導の実施及び事務手続に関す

る要綱を制定する旨の説明があり、全員異議なく原案のとおり決した。 

 

・議案第１５号  野辺地町通級指導教室設置要綱案 

 学校教育課長より、野辺地町内における通級指導教室の設置に関する要綱を 

制定する旨の説明があり、全員異議なく原案のとおり決した。 

 

・議案第１６号  野辺地町教育相談室設置要綱の一部を改正する訓令案 

   学校教育課長より、職員の職名を他市町村のものと統一するため改正するとと

もに、令和２年４月から会計年度任用職員の運用が始まることから、当該要綱の

規定の一部を改正する旨の説明があり、全員異議なく原案のとおり決した。 

 

・議案第１７号  野辺地町立小・中学校スクールサポーター設置要綱の一部を 

改正する訓令案 

   学校教育課長より、令和２年４月から会計年度任用職員の運用が始まることに

伴い、当該要綱の規定の一部を改正する旨の説明があり、全員異議なく原案のと

おり決した。 

 

・議案第１８号  令和２年度野辺地町小中学校大会派遣事業費補助金交付 

要綱案 

   学校教育課長より、令和２年４月１日施行による令和２年度野辺地町小中学校

大会派遣事業費補助金交付要綱を制定する旨の説明があり、全員異議なく原案の

とおり決した。 

 

 ・議案第１９号  野辺地町社会教育推進事業費補助金交付要綱案 

   社会教育・スポーツ課長より、野辺地町社会教育推進事業における補助金につ

いて野辺地町社会教育推進事業費補助金交付要綱を制定する旨の説明があり、全

員異議なく原案のとおり決した。 

 

・議案第２０号  野辺地町社会体育推進事業費補助金交付要綱の一部を改正 

する訓令案 

   社会教育・スポーツ課長より、野辺地町体育協会の補助対象事業一部廃止に伴

い、所要の整備を図るため当該要綱の一部を改正する旨の説明があり、全員異議

なく原案のとおり決した。 

 

 〇その他 

  ①新型コロナウイルスへの対応について 

  ②教育委員会事務局職員等人事異動について 

  ③令和元年度野辺地中学校進路状況について 

   学校教育課長より、春休み以降の学校及びスポーツ・文化施設での新型コロナ



ウイルスへの対応について説明があった。 


